
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。 

  令和６年１２月２日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第２６号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

 

 （亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則（平成１７年亀山市規則第４９

号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号中「保険証の内容」を「加入医療保険」に改める。 

様式第２号注意事項２中「医療保険証」を「個人番号カード又は医療保険の資格確

認書等」に改める。 

様式第２号の２注意事項２中「医療保険証」を「個人番号カード又は医療保険の資

格確認書等」に改め、同様式注意事項４に次のただし書を加える。 

ただし、個人番号カード等により社会保険各法の規定による電子資格確認ができ

る場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。 

 （亀山市国民健康保険一部負担金減免等に関する規則の一部改正） 

第２条 亀山市国民健康保険一部負担金減免等に関する規則（平成２２年亀山市規則第

４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 



（決定等） 

第１１条 [略] 

[２ 略] 

３ 前項の証明書の交付を受けた者が、 

（決定等） 

第１１条 [略] 

[２ 略] 

３ 前項の証明書の交付を受けた者が、 

保険医療機関等で療養の給付を受けよ

うとするときは、法第３６条第３項の

規定による電子資格確認等により被保

険者であることの確認を受けるととも

に、当該証明書を当該保険医療機関等

に提出しなければならない。 

保険医療機関等で療養の給付を受けよ

うとするときは、国民健康保険被保険

者証に当該証明書を添えて当該保険医

療機関等に提出しなければならない。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

  様式第１号及び様式第３号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に

改める。 

  様式第４号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に、「被保険者証」 

を「個人番号カード又は資格確認書」に改める。 

  様式第５号及び様式第６号中「被保険者証記号番号」を「被保険者記号・番号」に

改める。 

 （亀山市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正） 

第３条 亀山市公共施設予約システムの利用に関する規則（平成２８年亀山市規則第３８

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（利用者登録の申請） 

第３条 ［略］ 

２ 申請者は、前項の規定による申請の

際に本人であることを証する書類とし

て次の各号のいずれかの書類を提示し

（利用者登録の申請） 

第３条 ［略］ 

２ 申請者は、前項の規定による申請の

際に本人であることを証する書類とし

て次の各号のいずれかの書類を提示し



なければならない。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）医療保険の資格確認書 

［（４） 略］ 

（５）その他前各号に類するものとして 

なければならない。 

［（１）及び（２） 略］ 

（３）健康保険証 

［（４） 略］ 

（５）その他前４号に類するものとして 

市長が認める書類 

［３ 略］ 

市長が認める書類 

［３ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

 （施行日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある第１条の規定による改正前の亀山市福祉医療費の助成

に関する条例施行規則様式第２号及び様式第２号の２による亀山市福祉医療費受給資

格証は、同条の規定による改正後の亀山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則様

式第２号及び様式第２号の２による亀山市福祉医療費受給資格証とみなす。 

３ この規則の施行の際現にある第１条の規定による改正前の亀山市福祉医療費の助成

に関する条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 


